
四日市市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和４年３月２４日 

四日市市長  森   智  広  

四日市市条例第６号 

四日市市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例  

四日市市公衆浴場法施行条例（平成２４年四日市市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴

槽に直接注入される温水をいう。 

 

(4) 原水 原湯の原料に用いる水及び

浴槽の水の温度を調整する目的で、

浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接

注入される水をいう。 

 

(5) 上がり用湯 洗い場及びシャワー

に備え付けられた湯栓から供給され

る温水をいう。 

 

(6) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。  

(7) 飲料水 水道法（昭和３２年法律

第１７７号）第３条第９項に規定す

る給水装置により供給される水その

他飲用に適する水をいう。 

 

(8) 貯湯槽 原湯等を貯留する槽をい

う。 

 

(9) ろ過器 浴槽水を再利用するた  



め、浴槽水中の微細な粒子や繊維等

を除去する装置をいう。 

(10) 集毛器 浴槽水を再利用するた

め、浴槽水に混入した毛髪や比較的

大きな異物を捕集する網状の装置を

いう。 

 

(11) 循環配管 湯水を浴槽とろ過器等

との間で循環させるための配管をい

う。 

 

(12) 循環式浴槽 ろ過器等を通して浴

槽水を循環させる構造の浴槽をい

う。 

 

(13) 回収槽 浴槽からあふれた浴槽水

を回収し、貯留する槽をいう。 

 

(14) 気泡発生装置 空気を利用して浴

槽水に気泡を発生させる設備をい

う。 

 

 

（衛生等の基準） 

 

（衛生等の基準） 

第４条 公衆浴場の衛生等の基準は、次

のとおりとする。 

第４条 公衆浴場の衛生等の基準は、次

のとおりとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 保温及び衛生の基準 (2) 保温及び衛生の基準 

ア 浴槽水は毎日完全に換水して浴

槽を清掃すること。ただし、これ

により難い場合にあっては、１週

間に１回以上完全に換水して浴槽

を清掃すること。 

 

イ 浴槽水及び上がり用湯の温度

は、常に適温に保つこと。 

ア 浴槽の湯及び上がり湯の温度

は、常に適温に保つこと。 

ウ 浴槽水は、常に満ちているよう

にし、規則で定める水質基準に保

イ 浴槽の湯は、常に満ちているよ

うにし、規則で定める水質基準に



つこと。 保つこと。 

エ 浴槽水は、規則で定めるところ

により水質検査を行い、その結果

を記録し、水質検査の日から３年

間保管すること。ただし、客ごと

に完全に換水し清掃する場合は、

この限りでない。 

 

オ 浴槽水は、規則で定めるところ

により消毒を行い、その状況を記

録し、消毒の日から３年間保管す

ること。ただし、市長が公衆衛生

上支障がないと認めた場合は、こ

の限りでない。 

カ 循環式浴槽を使用するときは、

次のとおりとすること。 

(ア) ろ過器は、規則で定めると

ころにより、定期的に逆洗浄等

を行い、生物膜等ろ材に付着し

た汚れを除去するとともに、内

部を消毒すること。 

(イ) 循環配管は、１週間に１回

以上、内部を消毒すること。 

(ウ) 集毛器は、規則で定めると

ころにより、定期的に清掃を行

い、内部の毛髪、あか、ぬめり

等を除去すること。 

(エ) 循環配管は、１年に１回以

上、内部に生物膜等が付着して

いるかどうかを点検し、付着し

ている場合はこれを除去するよ

う努めること。 

キ 浴槽からあふれた浴槽水及び回

 



収槽の水を浴用に供しないこと。

ただし、これにより難い場合にあ

っては、浴槽からあふれた浴槽水

を回収する配管及び回収槽の内部

の清掃及び消毒を頻繁に行うとと

もに、レジオネラ属菌が繁殖しな

いように、回収槽の湯水を塩素系

消毒剤による消毒その他これと同

等以上の殺菌効果のある方法によ

り消毒すること。 

ク シャワーは、１週間に１回以

上、内部の水が置き換わるよう通

水すること。 

 

ケ シャワーへッドとホースは６月

に１回以上点検し、１年に１回以

上、洗浄及び消毒を行うこと。 

 

コ 貯湯槽を使用するときは、次の

とおりとすること。 

(ア) 貯湯槽の内部の汚れ等の状

況について定期的に点検し、必

要に応じて清掃及び消毒を行う

こと。 

(イ) 貯湯槽の原湯の温度を、通

常の使用状態において摂氏６０

度以上に保つとともに、最大使

用時においても摂氏５５度以上

に保つこと。ただし、これによ

り難い場合にあっては、レジオ

ネラ属菌が繁殖しないように、

貯湯槽の湯水を消毒すること。 

 

サ 気泡発生装置、水位計その他の

浴槽に付属する設備については、

 



定期的に洗浄及び消毒を行うこ

と。 

シ 脱衣室、浴室、便所その他入浴

者が直接利用する場所は、常に清

潔に保ち、定期的に点検、清掃及

び消毒を行うこと。 

ウ 脱衣室、浴室、便所その他入浴

者が直接利用する場所は、常に清

潔に保ち、定期的に消毒を行うこ

と。 

(3) 風紀の基準 (3) 風紀の基準 

ア ７歳以上の男女を混浴させない

こと。ただし、利用形態により風

紀を害するおそれがないと認めら

れる場合は、この限りでない。 

ア １０歳以上の男女を混浴させな

いこと。 

イ及びウ （略） イ及びウ （略） 

(4) 構造設備の基準 (4) 構造設備の基準 

アからケまで （略）  アからケまで （略） 

コ 循環式浴槽を設けるときは、次

のとおりとすること。 

 

(ア) ろ過器は、１時間当たりの

処理量が当該ろ過器に係る浴槽

の容量以上の能力を有するとと

もに、ろ過器の上流に集毛器が

設置されていること。 

(イ) ろ過器のろ材は、十分な逆

洗浄が行えるものであること。

ただし、これにより難い場合に

あっては、ろ材の交換が適切に

行える構造であること。 

(ウ) 循環している浴槽水を、打

たせ湯及びシャワー等に再利用

しない構造であること。 

(エ) 浴槽からあふれた浴槽水を

再利用しない構造であること。

ただし、これにより難い場合に

 



あっては、浴槽からあふれた浴

槽水を回収する配管を直接循環

配管に接続せず、回収槽が、内

部の清掃を容易に行える位置又

は構造になっているとともに、

レジオネラ属菌が繁殖しないよ

うに、回収槽の湯水が消毒でき

る設備が備えられていること。 

サ 貯湯槽を設けるときは、次のと

おりとすること。 

(ア) 完全に排水できる構造とす

ること。 

(イ) 貯湯槽は、通常の使用状態

において、湯水の補給口及び底

部において摂氏６０度以上に保

ち、かつ、最大使用時において

も摂氏５５度以上に保つ能力を

有する加温装置を設置するこ

と。ただし、これにより難い場

合にあっては、レジオネラ属菌

が繁殖しないように、貯湯槽の

湯水を消毒できる設備が備えら

れていること。 

 

シ 気泡発生装置を設けるときは、

空気取入口から土ぼこり、浴槽水

等が入らない構造であること。 

 

ス 屋外に浴槽を設けるときは、次

のとおりとすること。 

コ 屋外に浴槽を設けるときは、次

のとおりとすること。 

(ア)及び(イ) （略） (ア)及び(イ) （略） 

(ウ) 屋外の浴槽水が屋内の浴槽

水に混じることのない構造であ

ること。 

 



セ （略） サ （略） 

ソ （略） シ （略） 

タ （略） ス （略） 

チ （略） セ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、第４条第１項第３号ア

の改正は、令和４年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）第２条第１項

の規定による許可を受けて経営をしている者（当該者から経営を譲り受けた者を含

む。）の当該経営に係る公衆浴場及び現に同項の規定による許可の申請がされてい

る公衆浴場については、この条例による改正後の四日市市公衆浴場法施行条例第４

条第１項第４号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の施

行の日以後に、公衆浴場を改築し、又は増築した場合は、この限りでない。 

（健康福祉部衛生指導課） 


